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一般社団法人 日本病院会会 長殿

薬食監麻発0702第3号

平成 26年 7月 2 日

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について（通知）

本日、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

の一部を改正する政令（平成26年政令第248号）が公布されたことに伴い、各

都道府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長宛てに、別添写しのとおり通

知したので、内容を御了知の上、貴会会員に周知されるようお願い申し上げま

す。
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平成 26年 7月 2 日
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厚生労働省医薬食品局長

（公印省略）

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について（通知）

本日、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

の一部を改正する政令（平成26年政令第248号。以下「改正政令j という。）

が公布されましたので、貴職におかれましては、下記事項について御了知の上、

関係各方面に対する周知の徹底と適切な指導をお願い申し上げます。

ロい

第 1 改正要旨

1 改正の趣旨

今般、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認され

た物質について、新たに麻薬として指定するため、麻薬、麻薬原料植物、

向精神薬、麻薬向精神薬原料を指定する政令（平成 2年政令第238号）を

改正した。

2 改正の内容

次の物質を新たに麻薬に指定した。

キノリン－ 8 イル＝ l一（ 5 フノレオロペンチル） 1 H ーイン

ドール 3ーカルボキシラート及びその塩類

3 施行期日

公布の日（平成26年 7月 2日）から起算して30日を経過した日（平成26



年 8月 1日）から施行する。

第 2 改正政令の施行に当たっての留意事項

1 研究者及びその他の者が業務又は研究のため、今般麻薬に指定される物

質（以下「麻薬指定物質Jという。）を継続して取り扱う場合には、改正

政令の施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法（日召和28年法律第14号）によ

る規制を受けることから、施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取

得等必要な手続を行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事項につ

いて指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたい。

2 既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、麻薬指定物質を取り扱う

場合についても、 1と同様に記録、保管、届出等規制事項について指導し、

管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたい。

3 1及び2について、法律第49条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出書

に記載する期初在庫数量については、施行日現在の在庫数量を記載するよ

う指導されたい。

4 研究者及びその他の者が所有している麻薬指定物質のうち、今後必要と

しないものについては、改正政令の施行目前までに廃棄するよう指導され

たい。なお、麻薬指定物質を廃棄するときは、焼却等当該物質を回収する

ことが困難となるような方法で行うよう指導されたい。

5 改正政令の施行日以降に麻薬指定物質を発見した場合は、所定の調査を

行い、状況に応じた措置をとられたい。

第 3 物質の構造式等

1 化学名：キノリン 8 イル＝ 1 ( 5 フルオロペンチル） - 1 H 

ーインドール 3ーカノレボキシラート

通 称： 5F QUPIC、5FPB 22 

構造・

。

。
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A. 
可コ
〕

一
O
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
老
改
正

一
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

一
（
二
三
八
〕

一
O
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正

一
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

一
備
に
関
す
る
政
令
（
二
三
九
）

一
O
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の

宮
一
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定

一
め
る
政
令
（
二
四
O
）

一O
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の

1
一
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

問
一
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
二
四
一
）

水
一

O
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
等
の

l
一
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
期
日

日
一
を
定
め
る
政
令
（
二
四
二
）

じ一

O
電
気
事
契
法
の
一
部
老
改
正
す
る
法
律
の

円
一
施
行
期
日
和
定
め
る
政
令
（
二
四
一
一
｛
）

下
一

O
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

6
一
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

2
一
政
令
（
二
四
四
）

成
一

O
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

平
一
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
告
定
め
る
政
令

（
二
四
五
）

O
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
二
四
六
）

報’

。

（号外）
独立百政珪入国立印ll'J眉

O
予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
一
一
四
七
）

O
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
ひ

麻
薬
向
精
神
薬
原
料
老
指
定
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
二
四
八
〉

府

令

O
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
内
閣
府
令
（
内
閣
府
四
八
）

O
特
定
有
属
幽
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣

府
令
（
同
四
九
）

〔
府
令
・
省
令
〕

2

一
O
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る

一
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

一
（
内
閣
府
・
総
務
・
法
務
・
財
務
・
厚
生

一
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・
国
土
交

一
週
三
）

一
O
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命
令
の

一
一
部
を
改
正
す
る
命
令

一
（
内
閣
情
・
法
務
二
）

一
O
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則

（
内
閣
府
・
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
二
）

アKミ寸コ

省
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F、
O
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

の
産
業
基
盤
整
備
業
務
に
係
る
業
務
運

営
、
財
務
及
ひ
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

（
財
務
・
経
済
産
業
二
）

O
薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指

定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規

定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
厚
生
労
働
七
五
）

コ、

I> 

。

O
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

四
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
食
品

涜
通
構
造
改
善
促
進
機
構
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

一
回
一
（
農
林
水
産
四
一
）

一
O
経
済
産
業
省
関
係
中
心
市
街
地
の
活
性
化

一
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

一
正
す
る
省
令
（
経
済
産
業
三
五
）

一
O
国
土
交
通
省
関
係
中
心
市
街
地
の
活
性
化

一回一
一
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
富
士
交
遜
六
＝
一
）
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"' 
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〕

一
O
教
育
・
保
育
及
ひ
地
域
子
ど
も
・
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育
て
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支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
契
ひ
に
子

一
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
及
び
地
域
子
ど

一
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
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滑
な
実
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を

一
確
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す
る
た
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的
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一
（
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府
一
五
九
）
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業
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事
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等
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の
公
表
に
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（
内
閣
府
）
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晋

（号外第・149号） ’

政
令
第
二
百
四
十
七
号

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
並
ひ

に
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

ζ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
・
中
「
痘
そ
う
」
を
「
次
に
掲
げ
る
疾
病
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
痘
そ
う

二

水

痘

第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
ヒ
ト
パ
ピ
ロ

l
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

問
問
ハ
ハ
国
間
同
問
困
問
問
凶
凶
同
問
問
問
川
川
1
1
1
1〕

第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
中
「
呼
吸
器
の
機
能
」
の
下
に

「
の
陣
容
」
を
加
え
、
「
機

能
に
」
を
「
機
能
の
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
肺
炎
球
菌
感
染
二
六
十
五
歳
の
者

一

一
地
私
消
齢
者
誠

一
二
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
宋
満
の
者
で
あ
っ
て
、
心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能

一

一
服
針
。
）
司
自

一

均
楠
晴
奴
制
比
外
免
疫
開
述
J

M
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
の
陣
容
を
有
す
る
も
の
と
し

一

一

目

ミ

、

一

て

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

る

も

の

ー

一

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
二
年
」
の
下
に
「
（
肺
炎
球
菌
感
染
症
〈
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同
項
の

規
定
に
よ
る
予
防
接
種
そ
受
け
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な

く
な
っ
た
白
か
ら
起
算
し
て
一
年
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
一
条
の
三
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
政
令
で
定
め
る
B
類
疾
病
）

第

一’条
の
二
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に

隈
る
。
）
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

ー
と
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2

と
の
政
令
の
施
行
の
白
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
お
け
る
改
正
後
の
第
一
条
の
三
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
水
痘
の
項
中
「
生
後
三
十
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
生
後
六
十
月
」
と
、
同

表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
第
一
号
中
「
六
十
五
歳
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
苔
歳
以
上
の
者
及
び
周
年
四
月
一
白
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
－臼
ま
で

の
聞
に
六
十
五
歳
、
七
十
歳
、
七
十
五
歳
、
八
十
歳
、
八
十
五
歳
、
九
＋
歳
、
九
十
五
歳
文
は
百
歳
と
な
る
者
」
と

す
る
。

3

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
お
け
る
改
正
後
の
第
一
条
の
三
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
問
項
の
表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
第
一
号
中

「
六
十
五
歳
の
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
十
五
歳
、

。七
十
歳
、
七
十
五
歳
、
八
十
歳
、
八
十
五
歳
、
九
十
歳
、
九
十
五

歳
文
は
百
歳
と
な
る
臼
の
属
す
る
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
簡
に
あ
る
者
」
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
田
村
宜
凪
久

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

幸R官水曜日平成26年ア月 2日

議案
す
る麻
。薬

原

器
物

向
精
神
薬

及。
麻
薬
向

I 原
料
を

差
す
る
政
令
の

部
を
改
正
す
る
政
令
を

御

名

御

震

平
成
二
十
六
年
七
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

政
令
第
二
百
四
十
八
号

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
第
一
第
七
十
五
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
と
の
政
令
そ
制
定
す
る
。

麻
薬
、
麻
薬
原
料
積
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
九
十
五
号
を
第
九
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
九
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
キ
ノ
リ
ン
｜
八
l
イ
ル
H
一
｜
（
五
｜
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）

l
一
H
｜
イ
ン
ド
1
ル
｜
三
｜
カ
ル
ボ
キ
シ

ラ
l
ト
真
ひ
そ
の
塩
類

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。厚

生
労
働
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

安田
倍村

晋憲
三久

.A.. 
寸3

府

O
内
閣
府
令
第
四
十
八
号

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
総
合

事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

六

年

七

月

二

日

内

燭

総

理

大

臣

安

倍

晋

三

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

沖
縄
総
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四
条
第
八
号
中
「
地
域
限
定
通
訳
案
内
土
」
の
下
に
「
、
中
心
市
街
地
特
例
通
訳
案
内
土
」
を
加
え
る
。

附

則

ζ

の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

O
内
閣
府
令
第
四
十
九
号

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
定
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
金
融
商

品
取
引
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣

府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

六

年

七

月

二

日

内

閣

総

理

大

臣

安

倍

晋

三

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
そ
改
正
す
る
内
防
府
令

（
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第

一
条
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
隣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
ζ

の
府
令
」
の
下
に
「
（
第
九
号
の
四
に
掲
げ
る
用
語
に
あ
っ
て
は
、
次
条
第
二
号
ロ
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
条
第
二
号
の
二
ロ
中
「
及
ひ
同
号
に
蝿
け
る
」
を
「
、
新
投
資
口
予
約
携
証
券

（以
下
「
新
投
資
口
予
約

権
証
券
」
と
い
う
。
）
真
ひ
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
の
三
中
「
信
託
契

約
」
を
「
信
髭
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
の
四
中
「
に
信
託
さ
れ
た
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。十

一
有
価
証
券
の
募
集
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集
及
び
法
第
二
条
の
こ
第
四
項
に
規

定
す
る
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
を
い
う
。


